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医療機関勤務環境評価センターの指定について

１．医療機関勤務環境評価センターの目的

日本医師会は、医療法第107条第１項の規定に基づく
「医療機関勤務環境評価センター」に指定されました （令和４年４月１日付け）

医療機関に勤務する医師の労働時間短縮の取組の状況について評価を行うことや、その取組に
ついて必要な助言・指導を行うことによって、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に
資すること

２．事業内容

① 医療機関勤務環境評価制度の周知・広報

② 医療機関における医師の労務管理の体制・運用状況や労働時間短縮のための取組及び成果

の評価

③ 医療機関の評価を実施する者、いわゆるサーベイヤーの研修

④ 医療機関の勤務環境評価の実施に関する相談、情報提供及び支援 等



2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審 審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続の流れ

指定結果
通知

都道府県
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター
評価受審

評価センター
評価結果受領

指定結果
受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都
道
府
県

医
療
機
関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準
連携Ｂ水準
Ｃ-１水準
Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター
評価結果受領
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評価センター：医療機関勤務環境評価センター
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1.宿日直許可自体の判断基準
(1)各々の医師について、宿直時の睡眠時間が十分でない日（例えば、睡眠時間が６時間程度に満たない
日）が月に5日以内であれば宿日直許可を認めていただきたい。

(2)宿日直中に救急等の業務が発生する場合でも、その業務時間が平日の業務時間と比べて一定程度の割合
に収まっている場合であれば、宿日直許可を認めていただきたい。

(3)特にローリスクな分娩が主となる産科医療機関においては、分娩数にかかわらず、宿日直許可を認めて
いただきたい。ハイリスクな分娩を扱う産科医療機関においては、宿日直中の分娩等の対応が月8～12件
程度であれば宿日直許可を認めていただきたい。

2.宿日直許可の回数等
(1)医師の健康に配慮しつつ、地域医療提供体制を維持するために、医療機関における各医師の宿日直につ
いて、宿直を月8回、日直を月４回まで許可を認めていただきたい。

(2)上記の宿日直回数については、他の医療機関に宿日直の応援に行く医師の場合、派遣元と応援先の宿日
直回数をそれぞれ分けて取り扱うこととしていただきたい。

(3)各々の医師の連日の宿日直について許可を認めていただきたい。

3.行政の対応
医師独自の宿日直許可基準を明確化し、対応の統一を図っていただくとともに、実態に合わない判断が

出された場合、厚生労働省に相談できる窓口を設置することをお願いしたい。

4.罰則規定の取扱い
許可基準を見直したとしても、現状では、全国の医療機関が新型コロナウイルス対応に全力であたって

おり、働き方改革に取り組める状況にないことから、時間外労働の上限規制の罰則適用を数年猶予いただ
くようお願いしたい。

令和4年3月18日
後藤厚生労働大臣にお渡しした要望内容

日本医師会
四病院団体協議会
全国有床診療所連絡協議会

3



4


